
室
町殿
の
徳
政
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
榎
原
雅
治

弓
o
犀
ロ
o
り
o
一
国
×
2
息
ロ
リ
6
島
ひ
∨
吟
庁
6
］
≦
自
o
ロ
】
③
6
宮
勺
巴
①
6
6

は
じ
め
に

0義持
の
代
替
り
徳
政

②義
教
の
代
替
り
徳
政

③義
政
の
代
替
り
徳
政

お
わり
に

［論
文
要

旨
］

　中
世
社
会
で
は
徳
政
の
実
行
が
統
治
者
の
統
治
者
た
り
う
る
条
件
と
さ
れ
、
代
替
わ
り
や
天
災
・
　
　
　
と
「
武
家
領
」
か
ら
な
る
中
世
後
期
荘
園
制
が
成
立
し
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
中
世

戦
乱な
ど
を
契
機
に
し
ば
し
ば
徳
政
の
実
行
が
宣
言
さ
れ
た
こ
と
は
、
中
世
史
で
は
す
で
に
常
識
と
　
　
　
　
後
期
荘
園
制
は
鎌
倉
後
期
～
南
北
朝
期
の
徳
政
を
論
理
的
根
拠
と
し
て
存
立
し
て
い
た
こ
と
が
提
起

な
っ
て
い
る
。
笠
松
宏
至
氏
は
、
鎌
倉
後
期
に
公
武
両
権
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
徳
政
の
篇
目
は
仏
　
　
　
　
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
中
世
後
期
研
究
の
側
で
こ
の
提
起
を
受
け
と
め
た
議
論
は
ま
だ
展
開
さ
れ

神
領
の
興
行
と
雑
訴
の
興
行
（
公
平
な
裁
判
）
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
の
後
、
五
味
　
　
　
　
て
い
な
い
。

文
彦
氏
に
よ
っ
て
平
安
末
期
の
荘
園
整
理
令
が
す
で
に
代
替
わ
り
徳
政
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
　
　
　
　
本
稿
で
は
、
足
利
義
持
、
義
教
、
義
政
と
い
う
義
満
を
後
継
す
る
室
町
殿
の
代
始
め
の
土
地
政
策

た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
応
安
の
半
済
令
に
つ
い
て
も
、
笠
松
氏
や
村
井
章
介
氏
に
よ
っ
て
将
軍
　
　
　
　
に
注
目
し
、
沽
却
さ
れ
た
土
地
の
返
付
訴
訟
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
幕
府
の
態
度
に
つ
い
て
検
討

代
始
め

の
仏神
領
興
行
の
徳
政
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
　
　
　
　
し
た
。
そ
し
て
室
町
期
に
お
い
て
も
な
お
、
代
始
め
に
あ
た
っ
て
寺
社
領
興
行
（
沽
却
地
の
返
付
）

れ
に
よ
っ
て
統
治
者
の
代
替
わ
り
に
徳
政
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
、
中
世
の
成
立
期
か
ら
南
北
朝
期
　
　
　
　
を
求
め
る
社
会
動
向
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
応
じ
る
こ
と
を
徳
政
で
あ
る
と
考
え
る
為
政
者
側
の
考

ま
で
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
海
津
一
朗
氏
　
　
　
　
え
方
と
施
策
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

は
、
鎌
倉
後
期
の
仏
神
領
の
興
行
が
荘
園
制
の
再
編
を
促
し
、
そ
の
結
果
、
「
寺
社
本
所
↓
円
領
」

1
9

2
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は

じ
め
に

　
中
世
社
会
で
は
徳
政
（
仁
政
・
善
政
）
を
実
行
す
る
こ
と
が
統
治
者
の
統
治
者
た

り
う
る
条
件
と
さ
れ
、
代
替
わ
り
や
天
災
・
戦
乱
な
ど
を
契
機
に
し
ば
し
ば
徳
政
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

実
行
が
宣
三
口
さ
れ
た
こ
と
は
、
笠
松
宏
至
氏
の
研
究
以
後
、
中
世
史
研
究
者
の
間
で

は

す
で
に
常
識
に
属
し
て
い
る
。
笠
松
氏
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
徳
政
に
は
「
復
活
」

の

思
想
が
通
底
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
土
地
制
度
に
お
い
て
は
、
「
非
器
」
の
者
に

わ
た
っ
た
土
地
を
「
器
量
」
の
者
、
す
な
わ
ち
本
来
の
所
有
者
の
手
に
戻
す
こ
と
が

追
求
さ
れ
た
と
い
う
。
笠
松
氏
が
具
体
的
に
検
討
し
た
の
は
、
鎌
倉
後
期
、
公
武
両

権
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
、
仏
神
領
の
興
行
と
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
雑
訴
の
興

行
（
公
平
な
裁
判
）
を
二
大
篇
目
と
す
る
徳
政
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
五
味
文
彦
氏

は
平
安
末
期
の
荘
園
整
理
令
が
す
で
に
代
替
わ
り
徳
政
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
立
法
の
趣
旨
を
め
ぐ
っ
て
議
論
の
百
出
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

足
利
義
満
の
応
安
の
半
済
令
に
つ
い
て
も
、
笠
松
氏
に
よ
る
法
文
解
釈
、
な
ら
び
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

村
井
章
介
氏
に
よ
る
適
用
実
例
の
分
析
に
よ
っ
て
、
寺
社
本
所
一
円
領
に
対
す
る
手

厚
い
保
護
‖
仏
神
領
興
行
の
徳
政
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か

に
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
統
治
者
の
代
替
わ
り
に
土
地
の
所
有
権
の
「
も
ど
し
」
に

主
眼

を
お
い
た
徳
政
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
、
中
世
の
成
立
期
か
ら
南
北
朝
期
ま
で

の

期
間
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
近
年
で
は
海
津
一
朗
氏
が
、
鎌
倉
後
期
の
徳
政
令
と
そ
の
社
会
的
影
響
を

検
討
し
、
鎌
倉
後
期
の
別
相
伝
の
否
定
に
よ
る
仏
神
領
の
興
行
が
荘
園
制
の
再
編
を

促

し
、
そ
の
結
果
、
「
寺
社
本
所
一
円
領
」
と
「
武
家
領
」
か
ら
な
る
中
世
後
期
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

園
制
が
成
立
し
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
鎌
倉
後
期
の

徳
政
が
中
世
後
期
荘
園
制
の
存
立
を
保
証
す
る
論
理
的
根
拠
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
え
る
。
け
れ
ど
も
中
世
後
期
研
究
の
側
で
は
、
徳
政
と
い
う

問
題
は
は
た
し
て
右
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
対
応
し
た
も
の
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い

る
だ
ろ
う
か
。
村
井
氏
は
応
安
の
半
済
令
は
仏
神
領
興
行
と
い
う
意
味
で
の
徳
政
の

最
後
で
あ
り
、
以
後
は
土
民
の
要
求
す
る
土
一
揆
と
し
て
の
徳
政
に
転
換
し
て
い
く

と
し
て
い
る
。
海
津
氏
も
ま
た
、
「
王
権
の
主
体
的
発
動
に
よ
る
社
会
政
策
と
し
て

の
徳
政

は
、
建
武
政
権
の
包
括
的
徳
政
が
破
綻
し
た
後
に
急
速
に
衰
退
し
、
将
軍
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

替
り
の
仏
神
領
興
行
で
あ
る
応
安
半
済
令
（
一
三
六
八
年
）
を
最
後
に
姿
を
消
す
」

と
し
て
い
る
。
無
論
、
室
町
期
に
お
け
る
「
徳
政
」
と
い
う
語
は
、
債
務
破
棄
を
求

め

る
土
民
蜂
起
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
応
じ
た
幕
府
の
法
令
を
指
す
語
と
し
て
使
わ
れ

る
こ
と
が
、
研
究
用
語
と
し
て
も
当
時
の
用
法
と
し
て
も
一
般
的
で
あ
る
か
ら
、

「徳

政
」
と
い
う
語
自
体
の
指
し
示
す
も
の
が
鎌
倉
後
期
の
そ
れ
と
の
間
に
懸
隔
が

あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
統
治
者
の
責
務
と
し
て
の
徳
政
実
施
と
い

う
発
想
や
仏
神
領
興
行
と
い
う
政
策
基
調
は
、
統
治
者
自
身
か
ら
も
ま
た
社
会
か
ら

も
失
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
近
年
、
中
世
後
期
荘
園
制
に
つ
い
て
の
議
論
が
高

　
　
　
　
　
（
7
）

ま
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
議
論
は
あ
く
ま
で
も
国
家
的
な
体
制
の
問
題
と
し
て
立
て
ら

れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
、
中
世
後
期
荘
園
制
の
成
立
を
促
し
た
と
さ
れ
る

仏
神
領
興
行
の
徳
政
思
想
は
、
中
世
後
期
の
社
会
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
形
で
発

現
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
で

は
、
義
持
か
ら
義
政
に
至
る
三
代
の
室
町
殿
の
代
始
め
に
注
目
し
、
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
寺
社
領
保
護
政
策
と
し
て
の
徳
政
を
発
見
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

●
義
持
の
代
替
り
徳
政

1

「徳
政
」
を
期
待
す
る
社
会
動
向

　
足
利
義
持
は
応
永
元
年
（
＝
二
九
四
）
に
征
夷
大
将
軍
と
な
る
が
、
周
知
の
よ
う

に
裁
判
権
、
所
領
安
堵
権
を
は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
の
政
治
的
権
限
は
父
義
満
が
行

使

し
て
お
り
、
実
質
的
に
義
持
に
よ
る
執
政
が
開
始
さ
れ
た
の
は
義
満
の
没
す
る
応

永
一
五
年
（
一
四
一
八
）
五
月
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
義
持
の
執
政
の
開
始

220



［室町殿の徳政について］・・榎原雅治

時
期
を
「
仁
政
」
1
1
徳
政
の
時
代
で
あ
る
と
と
ら
え
る
社
会
的
な
動
向
が
存
在
し
た

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

〔東
京
大
学
文
学
部
所
蔵
長
福
寺
文
書
一
〕
『
長
福
寺
文
書
の
研
究
』
（
山
川
出
版
社
）

七
三

二

（
〈

〉
内
、
原
文
は
割
書
。
以
下
同
様
。
）

　
　
目
安

　
　
　
梅
津
長
福
禅
寺
雑
掌
申
、
当
庄
内
当
寺
井
塔
頭
等
当
知
行
散
在
田
畠
当
寺
敷

　
　
　
地
等
事
、

　
　
右
、
当
寺
領
井
塔
頭
清
涼
院
・
蔵
龍
院
・
瑞
篁
院
等
散
在
田
畠
敷
地
以
下
者
、

　
　
自
往
古
相
伝
当
知
行
無
相
違
者
也
、
然
間
、
度
々
被
成
下
安
堵
御
教
書
、
〈
案

　
　
文
等
備
進
之
〉
干
今
所
全
寺
納
也
、
難
然
殊
更
相
当
　
仁
政
明
鏡
御
代
、
被
成

　
　
下
　
御
判
安
堵
御
教
書
、
備
末
代
亀
鑑
、
弥
為
抽
天
長
地
久
国
土
安
全
御
祈
祷

　
　
之
精
誠
、
粗
目
安
謹
言
上
如
件
、

　
　
　
応
永
十
五
年
十
一
月
　
日

　
こ
れ
は
京
都
梅
津
の
禅
院
長
福
寺
が
、
寺
領
な
ら
び
に
塔
頭
領
の
安
堵
を
幕
府
に

求
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
中
に
、
現
在
は
「
殊
更
相
当
仁
政
明
鏡
御
代
」
、
す
な

わ
ち
、
仁
政
が
ま
ち
が
い
な
く
行
わ
れ
て
い
る
時
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ

て

い

る
。
こ
の
場
合
は
、
訴
え
の
主
体
が
他
者
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
支

配
で

き
て
い
る
所
領
に
つ
い
て
引
き
続
き
安
堵
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ

る
が
、
押
妨
を
受
け
て
い
る
所
領
の
回
復
を
求
め
た
訴
状
の
中
に
も
、
義
持
の
執
政

開
始
と
徳
政
を
結
び
つ
け
た
文
言
を
見
つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

〔東
寺
百
合
文
書
〕
ミ
函
六
九
号

　
　
東
寺
八
幡
宮
雑
掌
謹
言
上

　
　
　
社
領
山
城
国
上
久
世
庄
公
文
職
寒
河
出
羽
入
道
常
文
新
訴
間
事

　
　
右
当
庄
者
、
建
武
三
年
自
御
寄
附
当
寺
八
幡
宮
以
来
、
［
］
任
先
代
時
方
井
久

我
家
二
代
領
主
之
時
例
、
依
為
地
頭
一
円
之
進
止
、
当
公
文
真
板
五
郎
左
衛
門

尉
康
貞
先
祖
末
継
〈
道
法
子
〉
預
寺
家
補
任
、
迄
干
今
五
代
相
続
不
交
他
人
、

既
及
八
十
箇
年
致
社
家
奉
公
之
処
、
寒
河
出
羽
入
道
常
文
、
以
彼
公
文
職
称
有

相
伝
当
知
行
、
或
号
預
置
代
官
職
、
恩
顧
敵
対
之
由
及
好
訴
之
条
、
不
可
思
義

次

第
也
、
（
中
略
）
近
日
御
沙
汰
厳
密
有
道
善
政
之
折
節
、
如
此
等
舞
訴
、
争

可

有
御
許
容
哉
、
且
云
建
武
以
来
一
円
進
止
、
且
被
任
去
々
年
当
御
代
証
判
之

旨
、
早
被
棄
損
彼
謀
訴
、
為
全
社
領
、
謹
支
言
上
如
件
、

　
応
永
十
九
年
六
月
　
日

　
真
板
氏
と
寒
川
氏
の
間
で
争
わ
れ
た
著
名
な
上
久
世
庄
の
公
文
職
相
論
に
関
す
る

東
寺
の
訴
状
で
あ
る
が
、
東
寺
は
「
近
日
御
沙
汰
厳
密
有
道
善
政
之
折
節
」
に
期
待

し
て
、
寒
河
常
文
の
公
文
職
押
妨
の
排
除
を
幕
府
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
「
近
日
」
1
1
義
持
の
執
政
開
始
時
期
を
「
有
道
善
政
」
1
1
徳
政
と
結
び
つ
け
て

と
ら
え
た
う
え
で
、
寺
領
支
配
の
回
復
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
時
期
の
徳
政
に
関
連
づ
け
て
押
妨
の
排
除
を
求
め
た
例
を
、
も
う
一
つ
紹
介

し
て
お
こ
う
。

〔石
清
水

文
書
〕
『
大
日
本
古
文
書
』
六
　
菊
大
路
家
文
書
二
五
六

　
　
善
法
寺
雑
掌
性
宗
申
　
八
幡
宇
佐
弥
勒
寺
領
等
事

　
　
　
副
進

　
　
　
　
一
通
　
寺
領
注
文

　
　
右
当
寺
者
為
宗
廟
之
神
宮
寺
、
代
々
御
崇
敬
異
干
他
、
而
寺
領
等
国
人
甲
乙
人

　
　
等
押
妨
之
間
、
堂
舎
仏
閣
悉
以
破
壊
、
慈
尊
忽
被
侵
雨
露
、
勤
行
追
年
令
退
転

　
　
之
条
、
冥
慮
難
測
者
、
就
中
修
理
行
事
職
為
本
所
令
補
之
処
、
下
切
井
侍
従
房

　
　
義
俊
、
為
私
相
計
津
布
佐
庄
之
条
、
希
代
之
濫
吹
也
、
次
弘
山
庄
名
主
加
賀
入

　
　
道
子
月
光
丸
、
号
本
家
下
知
、
構
謀
書
押
知
行
当
庄
之
間
、
杉
伯
州
被
加
問
答

　
　
之
書
、
為
大
神
宝
免
之
由
申
之
云
々
、
無
跡
形
虚
言
也
、
所
詮
於
月
光
丸
井
義
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俊
者
、
被
払
国
中
、
可
被
停
止
向
後
狼
籍
者
也
、
是
等
之
条
含
愁
訴
之
処
、
幸

今
奉
逢
有
道
之
時
之
条
、
開
喜
悦
之
眉
也
、
然
早
被
退
方
々
違
乱
、
所
々
寺
領

等
悉
被
沙
汰
付
下
地
於
寺
家
、
全
所
務
、
専
仏
神
用
、
弥
為
抽
武
運
長
久
之
御

祈
祷
、
言
上
如
件
、

　
応
永
十
七
年
六
月
　
日

　

こ
こ
に
は
、
宇
佐
八
幡
の
神
宮
寺
弥
勒
寺
は
寺
領
荘
園
に
対
す
る
下
切
井
義
俊
や

月
光
丸
の
押
妨
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
幸
い
に
も
現
在
は
「
有
道
之
時
」
で
あ

る
の
で
、
義
俊
ら
の
押
妨
を
止
め
さ
せ
て
、
寺
領
を
弥
勒
寺
に
返
付
し
て
ほ
し
い
こ

と
、
こ
の
二
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
宇
佐
八
幡
の
本
社
で
あ
る
石
清
水
が
訴
訟
主

体

と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
月
光
丸
に
対
し
て
は
豊
前
守
護
大
内
氏
の
在
国
奉
行
杉
氏

に
よ
る
査
問
が
す
で
に
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
で
も
事
が
運
ば
な
い
が
ゆ
え
の
訴
え

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
提
訴
先
が
幕
府
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
「
有
道
」

と
い
う
文
言
は
上
述
の
「
東
寺
百
合
文
書
」
に
も
見
え
て
お
り
、
徳
政
、
仁
政
と
同

義
で
あ
ろ
う
が
、
「
幸
今
奉
逢
」
と
い
う
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
「
有
道
之
時
」
と
い
う
文
言
が
為
政
者
の
恩
愛
を
た
た
え
る
一
般
的
、

形
式

的
な
文
言
な
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
応
永
一
七
年
（
一
四
一
〇
）
と
い
う
時
点

だ
か
ら
こ
そ
徳
政
が
行
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
訴
人
の
認
識
を
示
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
石
清
水
・
弥
勒
寺
も
ま
た
、
義
持
の
執
政
開
始
を
徳
政
の
実

行
と
と
ら
え
た
う
え
で
、
押
妨
さ
れ
た
寺
領
の
返
付
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
応
永
年
間
の
訴
状
で
、
為
政
者
の
「
仁
政
」
「
善
政
」
「
有
道
」
に
期
待
す
る
表
現

を
も
つ
も
の
は
、
以
上
の
三
例
、
及
び
あ
と
で
検
討
す
る
一
例
を
含
む
五
例
で
あ
る

が
、
そ
の
う
ち
四
例
は
応
永
一
五
～
一
八
年
の
も
の
で
あ
る
（
残
る
一
例
は
義
持
が

征
夷
大
将
軍
と
な
っ
た
直
後
の
応
永
元
年
〈
一
三
九
四
〉
の
も
の
）
。
事
例
が
少
な

い

が
、
試
み
に
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
大
日
本
史
料
総

合
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
っ
て
、
〈
義
持
〉
も
し
く
は
〈
幕
府
〉
が
所
領
の
〈
安
堵
〉

も
し
く
は
〈
還
付
〉
〈
返
付
〉
を
命
じ
た
こ
と
を
示
す
『
大
日
本
史
料
』
綱
文
を
検

索
す
る
と
、
応
永
一
五
年
か
ら
一
八
年
に
か
け
て
著
し
い
ピ
ー
ク
が
認
め
ら
れ
る
。

『大

日
本
史
料
』
の
綱
文
と
い
う
限
定
の
つ
い
た
中
で
の
検
索
で
は
あ
る
が
、
義
持

の
執
政

開
始
後
の
数
年
間
に
所
領
の
安
堵
や
返
付
を
求
め
る
動
き
が
殺
到
し
て
い
た

傾
向
は
推
察
で
き
よ
う
。
直
接
に
「
仁
政
」
「
善
政
」
の
語
を
記
載
し
た
訴
状
の
事

例

こ
そ
少
な
い
が
、
執
政
開
始
期
の
義
持
に
徳
政
を
期
待
す
る
社
会
的
な
ム
ー
ド
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

2
　
義
持
自
身
の
意
識

　
で

は
、
義
持
自
身
に
代
替
わ
り
に
あ
た
っ
て
徳
政
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
次
に
そ
れ
を
検
討
し
て
み
た
い
。
恰
好
の
手
か

が
り
と
な
る
の
は
、
次
の
史
料
で
あ
る
。

〔不
二
遺
稿
〕
（
上
村
観
光
編

　
　
　
　
　
　
顕
山
説

　
　
　
　
　
（
9
）

『五
山
文
学
全
集
』
第
三
巻
所
収
）

一
品
大
相
公
、
襲
爵
之
三
年
、
惟
仁
惟
政
、

彼
延
天
至
化
而
不
多
譲
、
四
海
蒼
生
何
幸
耶
、

　
　
　
　
　
　

令
人
諦
不
畷

口
、
天
下
升
平
、
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
能
以
仏
為
心
、
弘
輔
吾
法
而

禅
徒
尤
蒙
庇
護
、
是
故
命
其
知
道
能
文
者
、
各
述
別
号
顕
山
之
義
、
或
煩
而
美

之
、
或
文
以
揚
之
、
至
　
尽
　
、
不
可
以
加
　
、
一
日
特
降
　
鈎
旨
、
碑
不
二

方
秀
、
復
作
其
説
、
顧
余
言
語
荒
随
、
安
能
発
揮
　
台
徳
曼
乙
、
以
厩
諸
師
之

列
乎
、
然
命
厳
不
可
容
辞
謹
述
其
義
、
日
夫
顕
者
明
也
、
山
即
止
之
象
也
、
凡

人
之
所
以
不
能
契
斯
道
者
、
昏
与
同
使
之
然
也
、
照
昏
謂
之
明
、
駐
動
者
謂
之

止
、
止
之
与
明
、
猶
如
車
有
輪
也
、
鳥
有
翼
也
、
初
若
不
昏
何
明
之
有
、
初
若

不
動
、
何
止
之
有
、
止
也
明
也
成
設
乎
一
動
一
昏
之
後
、
而
学
斯
道
者
不
可
須

奥
離
也
、
是
以
内
明
其
心
、
外
止
其
境
、
止
境
於
外
、
則
心
無
所
迷
、
明
心
於

内
、
則
境
無
所
惑
、
心
境
己
融
、
明
止
亦
園
、
乃
知
斯
道
寓
於
至
暗
至
隠
之
中
、

而
未
嘗
昧
也
、
在
於
極
微
極
小
之
際
、
而
未
嘗
卑
也
、
昭
昭
然
、
魏
々
然
、
而

非
心
想
肇
撹
之
所
能
及
也
、
棄
柏
大
士
所
謂
破
惑
大
智
名
之
為
明
、
無
念
浄
禅
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名
之
為
山
、
此
之
謂
也
、

相
公
既
能
知
斯
道
之
妙
也
、
以
保
吾
寿
耶
、
則
寿
考
如
山
、
顕
乎
萬
祀
之
後
、

以
承
吾
福
耶
、
則
福
祉
如
山
、
顕
乎
百
禄
之
上
、
然
後
遂
令
夫
一
切
智
山
高
顕

乎
不
思
議
解
脱
之
境
界
、
亦
不
可
疑
者
乎
、
何
菅
明
止
之
道
有
所
成
而
已
、
抑

且
致
君
於
尭
舜
之
上
、
踏
民
於
無
為
之
域
、
如
指
諸
掌
耳
、
然
則
　
相
公
盛
大

徳
業
、
易
不
照
映
千
載
也
哉
、
常
徳
老
師
嘗
上
尊
号
於
　
相
公
、
所
以
勧
発
斯

道
、
而
向
所
謂
四
海
請
仁
政
者
、
亦
当
根
干
此
、

　
応

永
龍
集
庚
寅
夏
四
月
前
普
門
不
二
境
界
岐
陽
方
秀
撰

　

こ
れ
は
聖
一
派
の
五
山
僧
岐
陽
方
秀
が
義
持
に
命
じ
ら
れ
て
、
義
持
の
道
号
で
あ

る
「
顕
山
」
の
義
を
解
い
た
字
説
で
あ
る
。
作
成
年
代
は
末
尾
に
示
さ
れ
た
「
庚

寅
」
と
い
う
干
支
か
ら
応
永
一
七
年
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
冒

頭

に
「
襲
爵
之
三
年
」
と
あ
る
の
は
、
義
持
が
将
軍
職
に
就
い
た
応
永
元
年
（
一
三

九

四
）
か
ら
の
三
年
で
は
な
く
、
義
満
が
没
し
、
義
持
が
執
政
を
開
始
し
た
応
永
一

五
年
か
ら
の
三
年
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
字
説
か
ら
読
み
と
れ
る
こ
と
を
、
本
稿
に
必
要
な
範
囲
で
列
記
す
る
と
以
下

の
よ
う
に
な
る
。

アイウ

義
持
は
執
政
を
開
始
か
ら
の
三
年
間
、
「
仁
政
」
と
い
う
こ
と
を
人
々
に
唱
え

さ
せ
て
き
た
（
傍
線
部
a
）
。
ま
た
仏
法
を
尊
び
、
禅
徒
を
保
護
し
て
い
る

（傍
線
部
b
）
。

義
持
は
、
知
道
能
文
の
者
た
ち
に
命
じ
て
、
自
分
の
道
号
で
あ
る
「
顕
山
」
の

語
義
を
解
し
た
文
章
を
つ
く
ら
せ
た
。
岐
陽
方
秀
も
そ
の
一
人
で
あ
る
（
傍
線

部

c
）
。

岐
陽
方
秀
は
、
「
顕
山
」
の
意
味
す
る
「
明
止
之
道
」
を
実
行
す
れ
ば
、
解
脱

工

の

境
地

に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
か
、
義
持
は
尭
舜
を
越
え
る
名
君
、

民

は
安
穏
と
な
り
、
義
持
の
「
盛
大
な
る
徳
業
」
は
永
遠
に
輝
こ
う
、
と
説
い

た
（
傍
線
部
d
）
。

義
持
に
顕
山
と
い
う
道
号
を
授
け
た
の
は
義
持
の
師
の
「
常
徳
老
師
」
‖
空
谷

明
応
で
あ
る
（
傍
線
部
e
）
。
そ
の
た
め
義
持
は
「
顕
山
」
の
義
に
従
っ
て
、

「仁
政
」
と
い
う
こ
と
を
盛
ん
に
唱
え
て
き
た
の
で
あ
る
（
傍
線
部
f
）
。

　

こ
の
岐
陽
の
記
述
か
ら
、
応
永
一
五
～
一
七
年
ご
ろ
、
義
持
本
人
が
「
仁
政
」
の

実
行
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
直
接
の
動
機
は
「
顕
山
」
の
号
を
授

け
た
空
谷
に
よ
る
「
顕
山
」
の
字
説
だ
と
い
う
。
空
谷
明
応
に
よ
る
字
説
の
全
文
は

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

『仏

日
常
光
国
師
語
録
』
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

高
挿
蒼
弩
遠
近
看
、
玲
瀧
入
面
絶
遮
欄
、
姻
雲
秀
気
増
温
潤
、
草
木
欣
栄
極
欝

幡
、
愛
静
仁
人
甘
域
奥
、
入
深
山
客
楽
居
安
、
寿
与
尭
時
松
岳
並
、
三
呼
万
歳

四
方
歓
、

　

こ
こ
に
は
、
高
く
聾
え
生
気
豊
か
な
山
が
「
仁
」
を
は
ぐ
く
む
も
の
と
し
て
説
か

れ
、
さ
ら
に
尭
の
時
代
か
ら
存
在
す
る
松
岳
を
引
き
合
い
に
出
し
て
義
持
の
長
寿
が

念

じ
ら
れ
て
い
る
。
玉
村
竹
二
に
よ
れ
ば
、
義
持
の
受
衣
は
応
永
六
年
（
一
三
九

九
）
、
空
谷
が
寂
す
る
の
は
応
永
一
四
年
（
一
四
〇
七
）
正
月
で
あ
る
か
ら
、
義
持

の

受
号
は
応
永
六
年
か
ら
一
四
年
ま
で
の
八
年
間
の
い
つ
か
と
推
定
さ
れ
る
、
と
い

　
　
　
　
　
（
1
1
）

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
義
満
の
在
世
中
で
あ
り
、
義
持
は
執
政
開
始
以
前
か
ら

「仁

政
」
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
応
永
一
七
年
に
あ
ら
た
め
て

「顕

山
」
の
字
説
の
作
成
を
諸
人
に
命
じ
た
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
る
。
命
じ
ら
れ

た
岐
陽
は
空
谷
の
頷
を
踏
ま
え
て
義
持
に
仁
政
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
顕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

山
」
の
字
説
は
、
ほ
か
に
仲
方
円
伊
、
西
胤
俊
承
、
惟
忠
通
恕
に
よ
る
も
の
が
残
さ
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れ
て

い

る
が
、
こ
の
う
ち
仲
方
円
伊
の
字
説
の
中
に
は
「
庚
寅
夏
」
、
す
な
わ
ち
応

永
一
七
年
夏
に
義
持
の
命
を
受
け
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
「
顕
山
」
の
義
を
「
徳
之
顕
然
」
で
あ
る
と
も
説
い
て
い
る
。
室
町
殿
と

な
っ
た
義
持
が
「
仁
政
」
目
徳
政
を
強
く
意
識
し
て
、
政
務
に
臨
ん
で
い
た
こ
と
は

ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。

3

売
買
契
約
破
棄
と
し
て
の
仁
政

　
で

は
「
仁
政
」
の
具
体
的
な
中
身
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

岐
陽
方
秀
の
字
説
に
「
能
以
仏
為
心
、
弘
輔
吾
法
而
禅
徒
尤
蒙
庇
護
」
と
あ
る
の
は
、

禅
僧
と
い
う
立
場
か
ら
の
追
従
と
と
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
晩
年
の
義
持

が
常
軌
を
逸
す
る
ほ
ど
禅
に
深
く
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
文
面

ど
お
り
、
執
政
の
当
初
か
ら
義
持
が
仏
教
重
視
の
政
策
を
と
っ
て
い
た
蓋
然
性
も
高

い

と
思
う
。
実
際
、
前
項
で
紹
介
し
た
例
は
い
ず
れ
も
、
寺
院
が
「
仁
政
」
「
善
政
」

の

到
来
を
好
機
と
と
ら
え
て
押
妨
を
受
け
て
い
る
所
領
の
返
付
を
求
め
た
も
の
で

あ
っ
た
。
訴
え
を
起
こ
し
た
寺
院
が
、
「
仁
政
」
「
善
政
」
を
寺
院
領
の
回
復
政
策
で

あ
る
と
受
け
と
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
で

は
、
義
持
自
身
、
あ
る
い
は
義
持
に
率
い
ら
れ
た
幕
府
に
、
「
仁
政
」
「
善
政
」

政
策
と
し
て
仏
神
領
の
回
復
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
か
の
だ
ろ
う
か
。
若
干

の
事
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

〔東
寺
百
合
文
書
〕
ア
函
一
三
六
号

　
　
東
寺
申

　
　
　
寺
領
大
和
国
河
原
城
庄
間
事

　
　
右
彼
所
者
、
弘
法
大
師
勅
給
之
地
也
、
代
々
長
者
領
知
之
庄
也
、
笈
応
永
六
年
、

　
　
寺
務
前
大
僧
正
為
毎
年
御
祈
祷
〈
仁
王
経
御
読
経
〉
料
所
、
寄
附
講
堂
、
佑
被

　
　
　
　
に
　
ま
お
　

　
　
下
先
公
御
判
了
、
而
同
十
一
年
五
月
帥
宗
賀
〈
干
時
童
形
〉
彼
庄
五
十
貫
文
可

請
切
之
由
難
有
競
望
、
寺
家
難
儀
之
由
令
返
答
之
処
、
押
而
致
知
行
、
結
句
同

十

月
百
五
十
貫
文
仁
相
副
御
判
以
下
公
験
、
可
売
渡
之
由
難
責
伏
、
御
祈
祷
料

所
争
可
売
口
哉
、
不
思
寄
之
由
再
三
及
問
答
之
処
、
所
詮
有
申
異
儀
之
輩
者
、

為
公
方
可
被
召
籠
、
名
字
可
注
進
之
由
、
及
使
節
之
間
、
泣
以
公
験
等
渡
彼
方

先
代
未
聞
口
次
第
、
且
可
有
御
上
察
者
歎
、
錐
然
当
御
代
御
善
政
之
折
節
、

付
故
勢

州
依
申
披
事
子
細
、
同
十
五
年
恭
被
下
安
堵
之
御
判
、
開
眉
欲
致
知
行

之
刻
、
帥
宗
賀
依
失
為
方
、
付
寺
家
錐
望
代
官
、
難
治
之
由
再
往
加
問
答
之
処
、

売
券
以
下
悉
返
渡
寺
家
、
難
少
事
令
未
進
者
可
被
改
替
之
由
、
出
請
文
之
間
、

預
置
之
処
、
線
四
十
貫
文
内
舟
貫
文
未
進
之
間
、
任
請
文
之
旨
令
改
替
了
、
売

券
以
下
既
返
渡
寺
家
、
及
両
三
年
致
代
官
之
上
者
、
争
今
更
可
号
売
得
地
哉
、

仮
令
難
為
其
分
、
自
応
永
十
一
年
至
同
十
四
年
年
貢
、
既
二
百
貫
文
〈
毎
年
五

十
貫
文
宛
〉
歎
、
寺
家
所
請
取
要
脚
百
五
十
貫
文
之
間
、
於
五
十
貫
文
者
帥
宗

賀
可
弁
沙
汰
歎
之
処
、
結
句
難
為
堀
内
可
拝
領
之
由
、
令
言
上
哉
、
売
得
相
伝

之

地
、
寺
家
窃
奉
掠
上
聞
拝
領
御
判
之
由
言
上
云
々
、
言
語
道
断
、
濫
吹
之
次

第
也
、
此
等
子
細
具
為
得
御
意
、
謹
支
言
上
如
件
、

　
応

永
十
八
年
九
月
　
日

こ
こ
に
記
さ
れ
た
こ
と
の
経
緯
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

ア

河
原
城
庄

は
も
と
も
と
東
寺
領
で
あ
っ
た
が
、
応
永
一

宗
賀
が
代
官
請
切
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
き
た
。

イ
　
東
寺
は
こ
れ
を
断
っ
た
が
、

　
　
こ
と
を
要
求
し
た
。

ウ

（
一
四
〇
四
）
、

宗
賀
は
一
五
〇
貫
文
で
公
験
な
ど
を
買
い
取
る

東
寺
は
は
じ
め
こ
れ
も
断
っ
た
が
、
宗
賀
は
義
満
の
支
持
を
受
け
て
い
た
の

で
、
東
寺
は
泣
く
泣
く
承
知
し
て
、
売
却
し
て
し
ま
っ
た
。
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義
持
の
代
に
な
り
、
「
善
政
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、

幕
府
に
訴
え
た
と
こ
ろ
、
東
寺
に
安
堵
状
を
与
え
た
。

東
寺
が

困
っ
た
宗
賀
は
売
券
を
東
寺
に
返
却
し
た
う
え
で
、
再
度
、
代
官
と
な
る
こ

と
を
希
望
し
た
の
で
、
東
寺
は
こ
れ
に
応
じ
て
、
宗
賀
を
代
官
に
任
じ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
宗
賀
は
未
進
を
し
た
の
で
東
寺
は
改
替
し
た
。
す
る
と
宗

賀
は
、
河
原
城
庄
は
売
得
地
で
あ
り
、
東
寺
は
安
堵
状
を
か
す
め
と
っ
た
と

の
主
張
を
始
め
た
。

　
東
寺
の
訴
え
の
相
手
方
と
な
っ
て
い
る
宗
賀
と
は
、
晩
年
の
義
満
の
寵
童
と
し
て

権
勢
を
誇
っ
た
御
賀
丸
の
こ
と
で
あ
る
。
和
泉
の
守
護
職
に
任
ぜ
ら
れ
る
な
ど
、
義

満
の
深
い
寵
愛
を
得
た
人
物
で
あ
り
、
御
賀
丸
に
か
か
わ
る
所
領
紛
争
の
史
料
は
か

な
り
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
申
状
の
内
容
で
あ
る
が
、
ウ
に
あ
る
よ
う
に
、
東
寺
は
義
満
の
圧
力
を
受
け
た
と

は

い

え
、
一
旦
は
一
五
〇
貫
文
の
対
価
を
得
て
、
河
原
城
庄
と
そ
の
権
利
文
書
を
宗

賀
に
売
却
し
た
の
で
あ
る
。
「
御
判
以
下
公
験
」
を
売
却
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
河

原
城
庄
に
か
か
わ
る
一
切
の
領
主
権
（
所
有
権
）
を
売
却
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
に
よ
れ
ば
、
代
替
わ
り
し
た
義
持
の
「
善
政
」
に
よ
っ

て
、
東
寺
は
安
堵
状
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
応
永
＝
年
に
宗

賀
と
東
寺
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
売
買
契
約
が
破
棄
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
売
買
契
約
の
破
棄
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
狭
義
の
徳
政
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、

義
持
の
執
政
開
始
期
に
お
け
る
「
仁
政
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
売
買
契
約
の

破
棄
さ
え
も
認
め
て
寺
院
領
を
回
復
す
る
こ
と
が
、
公
然
と
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
も
う
一
例
、
検
討
し
て
お
こ
う
。

〔
勧
修
寺
文
書
〕
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
　
二

　
　
勧
修
寺
宮
庁
申
加
賀
国
郡
家
庄
内
沽
却
井
質
券
状
等
事
、
解
状
具
書
如
此
、
子

　
　
細
見
状
、
於
当
所
者
、
為
一
円
進
止
地
之
処
、
或
称
一
代
之
寺
務
沽
却
、
或
為

一
旦

預
所
之
身
号
入
置
質
券
、
違
乱
之
間
、
寺
用
失
墜
云
々
、
太
不
可
然
、
所

詮
任
度
々
支
証
井
去
応
永
六
年
御
教
書
之
旨
、
止
方
々
競
望
、
自
今
以
後
全
雑

掌
所
務
、
可
被
専
興
隆
之
由
所
被
仰
下
也
、
伍
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
お
ま
シ

　
応

永
十
八
年
十
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
沙
弥
（
花
押
）

　
　
ハ
　
　
お
　
ザ

　
　
左
衛
門
佐
入
道
殿

　

こ
れ
は
勧
修
寺
門
跡
が
加
賀
国
郡
家
庄
内
の
土
地
の
返
付
を
求
め
て
起
こ
し
た
訴

訟

に
対
す
る
幕
府
の
裁
決
で
あ
る
。
勧
修
寺
の
訴
え
は
、
「
一
代
之
寺
務
沽
却
」
や

「為
一
旦
預
所
之
身
号
入
置
質
券
」
、
す
な
わ
ち
、
寺
の
財
産
で
あ
る
べ
き
土
地
を
一

代
限

り
の
寺
務
が
売
却
し
て
し
ま
っ
た
り
、
た
ま
た
ま
預
所
に
補
任
さ
れ
た
者
が
質

に
入
れ
て
し
ま
っ
た
り
し
た
の
は
不
当
な
こ
と
で
あ
る
の
で
、
そ
の
返
還
を
認
め
て

ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
訴
え
は
、
鎌
倉
後
期
以
来
の
仏
神
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

返
還
訴
訟
の
な
か
で
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
「
別
相
伝
の
否
定
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
幕
府
は
勧
修
寺
の
訴
え
を
全
面
的
に
認
め
、
勧
修
寺
の
「
興
隆
」
を
専
ら

に
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
執
政
開
始
期
の
義
持
な
い
し
幕
府
が
寺
社
領

の
復
興

を
政
策
と
し
て
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
が
寺
社

の

側
か
ら
期
待
さ
れ
た
「
仁
政
」
「
善
政
」
の
根
幹
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
義

持

は
紛
れ
も
な
く
、
執
政
開
始
に
あ
た
っ
て
鎌
倉
後
期
以
来
の
寺
社
徳
政
を
踏
襲
し

た
政
策
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
鎌
倉
後
期
の
代
替
り
徳
政
に
は
仏
神
領
興
行
と
な
ら
ん
で
雑
訴
の
興
行

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
義
持
初
政
期
に
そ
う
し

た
政
策
が
進
め
ら
れ
た
明
証
は
管
見
に
触
れ
て
お
ら
ず
、
検
討
課
題
と
し
た
い
。
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②
義
教
の
代
替
り
徳
政

1
　
非
分
寄
進
の
破
棄

　
義
教
の
室
町
殿
継
承
は
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
、
そ
の
執
政
は
正
長
の
土
一
揆

と
と
も
に
開
始
さ
れ
る
。
徳
政
令
の
発
布
を
求
め
た
最
初
の
土
一
揆
で
あ
る
正
長
の

一
揆
が
、
室
町
殿
の
代
替
わ
り
を
契
機
に
勃
発
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て

い

る
。
ま
た
一
揆
の
背
景
に
は
、
広
範
な
在
地
徳
政
の
存
在
、
三
五
年
間
続
い

た

応
永
年
号
の
終
焉
、
飢
饅
状
況
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
寺
社
徳
政
で
あ
っ

た
代
替
り
徳
政
が
、
前
例
の
な
い
債
務
破
棄
要
求
の
蜂
起
に
転
化
す
る
に
は
、
も
う

一
つ

、
媒
介
環
が
欠
落
し
て
い
る
よ
う
な
感
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。

　

ま
ず
義
教
に
よ
る
執
政
開
始
期
の
政
策
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
こ
と
に
注
目
し
て

お
き
た
い
。

　
第
一
は
室
町
殿
を
継
承
し
た
直
後
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
義
持
の
時
代
に
行
わ
れ

た
神
社
・
禅
院
へ
の
非
分
の
寄
進
の
破
棄
政
策
で
あ
る
。
第
二
は
御
前
沙
汰
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
よ
く
知
ら
れ
た
政
策
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
政
策
相
互
、
さ
ら
に
代

替
わ

り
徳
政
を
加
え
た
三
者
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
提
起
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
以
下
で
検
討

し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
第
一
の
問
題
に
関
連
す
る
史
料
を
、
『
満
済
准
后
日
記
』
正

長
元
年
五
月
十
三
日
条
よ
り
引
用
し
よ
う
。

今

日
未
初
、
予
出
京
、
自
室
町
殿
内
々
被
仰
出
事
在
之
故
也
、
則
参
申
了
、
仰

云
、
近
来
非
分
御
寄
進
神
領
数
十
ヶ
所
在
之
欺
、
依
之
又
牢
籠
譜
代
家
ヲ
失
輩

尤
不
便
二
被
思
食
也
、
少
々
就
嘆
申
入
可
被
返
付
歎
処
、
神
慮
又
難
測
、
可
為

何
様
哉
、
且
可
申
入
意
見
也
、
随
而
又
管
領
等
ニ
モ
能
々
可
相
談
旨
被
仰
キ
、

予
申
入
云
、
如
仰
故
勝
定
院
殿
御
代
数
ヶ
所
御
寄
進
神
領
又
ハ
禅
院
領
也
、
神

領
事
、
ロ
ハ
今
無
左
右
可
有
御
沙
汰
条
モ
、
又
神
慮
誠
難
測
存
者
也
、
愚
意
分
ハ

神
領
号
ヲ
ハ
不
被
止
シ
テ
各
本
主
二
地
下
ヲ
被
返
付
、
於
神
用
ハ
有
限
分
ヲ
可

被
沙
汰
条
、
折
中
御
沙
汰
歎
、
何
様
尚
能
々
可
相
談
管
領
候
、
追
可
申
入
云
々
、

（中
略
）
常
宗
申
様
、
誠
此
御
沙
汰
尤
候
、
故
勝
定
院
殿
一
向
無
理
義
ヲ
以
テ

其
人
ヲ
深
御
罪
科
ノ
為
二
神
社
二
被
寄
置
等
在
所
ヲ
ハ
、
只
被
改
錐
返
下
本
所
、

神
慮
更
不
可
有
御
悼
欺
由
存
者
也
、
況
神
領
ノ
号
ヲ
ハ
不
改
シ
テ
可
被
返
付
本

主
条
、
神
用
無
為
、
本
主
又
不
可
牢
籠
之
条
、
尤
可
為
御
善
政
条
由
申
云
々
、

予
義
ト
同
前
云
々
、

　
室
町
殿
を
訪
れ
た
満
済
に
対
し
、
義
教
か
ら
「
義
持
（
勝
定
院
殿
）
の
代
に
寄
進

さ
れ
た
『
非
分
御
寄
進
神
領
』
が
数
十
ヶ
所
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
累
代
の
家
を

失
っ
た
者
が
い
る
。
彼
ら
の
訴
え
を
容
れ
て
返
還
し
た
い
が
、
神
慮
に
背
く
だ
ろ
う

か
」
と
い
う
下
問
が
な
さ
れ
た
。
満
済
は
、
『
神
領
』
と
し
て
の
名
目
は
残
し
、
い

く
ら
か
の
「
神
用
」
だ
け
は
納
め
る
こ
と
に
し
て
、
実
質
的
な
権
利
は
も
と
の
持
ち

主

に
返
還
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
当
代
き
っ
て
の
儒
者
清
原
常
宗
（
良

賢
）
も
満
済
に
同
意
し
、
「
義
持
の
強
引
な
判
断
で
法
外
に
重
い
罪
に
問
わ
れ
所
領

を
失
っ
た
者
の
土
地
を
返
還
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
神
を
は
ば
か
る
こ
と
は
な
い
。

ま
し
て
神
領
の
名
目
を
残
し
た
ま
ま
、
困
窮
す
る
本
主
の
権
利
を
回
復
し
て
や
る
の

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
『
善
政
』
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
徳
政

と
い
う
思
想
が
、
笠
松
宏
至
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
あ
る
べ
き
元
の
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

へ
の
戻
り
」
と
い
う
考
え
方
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
非
分
寄

進
の

破
棄
も
「
元
の
状
態
へ
の
戻
り
」
を
図
っ
た
施
策
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら

す
る
と
、
こ
れ
も
ま
た
徳
政
と
い
え
る
。
し
か
も
、
清
原
常
宗
が
非
分
寄
進
地
の
返

還
の

こ
と
を
「
善
政
」
と
呼
ん
で
い
る
点
は
興
味
深
い
。
義
教
が
代
始
め
に
あ
た
っ

て

「善
政
」
の
履
行
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
よ

う
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
が
「
善
政
」
に
ふ
さ
わ
し
い
態
度
で
あ
る
の
か
。
義
教
自

身
の
こ
の
よ
う
な
問
い
の
な
か
か
ら
、
非
分
寄
進
地
に
つ
い
て
の
施
策
は
提
起
さ
れ
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た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
一
つ
の
問
題
が
存
す
る
。
最
近
、
こ
の
非
分
寄
進
破
棄

令
に
注
目
し
た
村
井
章
介
氏
は
、
一
旦
仏
神
に
寄
進
さ
れ
た
土
地
は
取
り
戻
す
こ
と

が
で

き
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
仏
陀
施
入
之
地
不
可
悔
返
」
と
い
う
中
世
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

法
理
の
変
化
を
、
こ
の
法
令
に
見
出
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
施
策
は
「
牢
籠
譜

代
家
」
を
失
っ
た
者
－
具
体
的
に
は
奉
公
衆
ク
ラ
ス
の
武
士
が
中
心
で
あ
ろ
う

ー
の
救
済
策
と
し
て
、
「
非
分
御
寄
進
」
に
限
定
し
た
も
の
と
は
い
え
、
神
領
と

な
っ
た
所
領
の
返
還
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
仏
陀
施
入
之
地
不

可
悔
返
」
と
い
う
中
世
社
会
に
お
け
る
伝
統
的
な
法
理
に
は
抵
触
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
に
中
世
人
の
仏
神
観
の
若
干
の
変
化
を
見
て
取
る
こ
と
も
、
ま
ち
が
い
と

は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
清
水
克
行
氏
は
、
こ
の
非
分
寄
進
破
棄
令
を
義
持
の
行

き
過
ぎ
た
寺
社
保
護
政
策
の
是
正
と
と
ら
え
た
う
え
で
、
こ
の
法
の
発
令
の
直
後
か

ら
、
北
野
社
に
対
し
て
寄
進
所
領
の
返
還
を
求
め
る
訴
え
が
殺
到
し
て
い
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
社
会
に
は
、
こ
の
法
令
を
寺
社
か
ら
俗
人
へ
の
所
領
返
還
命

令
で

あ
る
と
受
け
止
め
る
向
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
こ
そ
が

徳
政
一
揆
の
引
き
金
に
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
で

は
こ
の
非
分
寄
進
破
棄
令
と
仏
神
領
興
行
と
し
て
の
徳
政
と
の
関
係
は
ど
う
な

る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
破
棄
令
は
伝
統
的
な
寺
社
領
保
護
政
策
そ
の
も
の
の
変
化
を

導
く
も
の
だ
っ
た
と
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
徳
政
一
揆
鎮

静
化
後
の
幕
府
の
施
策
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

2
　
御
前
沙
汰

　
神
領
・
禅
院
領
に
対
す
る
右
の
よ
う
な
施
策
は
義
教
の
執
政
期
間
を
通
じ
て
維
持

さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
、
そ
の
全
容
を
検
討
す
る
用
意
は
な
い
が
、

永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
か
ら
四
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
御
前
沙
汰
に
つ
い
て
検
討

し
て
み
た
い
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
御
前
沙
汰
と
は
、
義
教
の
御
前
で
訴
訟
内
容
が
披
露
さ
れ
、
義

教
自
身
が
裁
定
を
下
し
た
裁
許
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
「
御
前
落
居
記
録
」
「
御
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

落
居
奉
書
」
の
二
つ
の
史
料
か
ら
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
佐
藤
進
一
氏
以
来
、

御
前
沙
汰
は
管
領
以
下
の
宿
老
大
名
た
ち
の
力
を
抑
止
す
る
た
め
の
裁
判
形
式
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
御
前
沙
汰
で
あ
っ
て
も
担
当
奉
行
を
決
め

る
賦
は
管
領
が
行
っ
て
い
た
こ
と
、
御
前
沙
汰
と
並
行
し
て
管
領
沙
汰
も
行
わ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

し
か
も
両
者
は
連
絡
を
取
り
合
い
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
設
楽
薫
氏
、
鳥

　
　
　
（
2
3
）

居
和
之
氏
ら
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
近
年
は
義
教
の
執
政
開
始
時
期
の
積
極
的

な
政
治
姿
勢
を
示
す
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
御
前
沙
汰
に
つ
い
て
の
研
究
は
御
前
沙
汰
の
も
ち
方
に
つ
い
て
の
検

討

に
集
中
し
て
お
り
、
裁
定
の
内
容
か
ら
義
教
の
施
政
方
針
を
導
き
出
す
試
み
は
あ

ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
「
御
前
落
居
記
録
」
を
見
る
と
、
扱
わ

れ

た
事
案
の
内
容
や
裁
定
の
根
拠
は
多
様
で
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
原
則
や
方
針
を

見
出
す
の
は
容
易
で
は
な
い
。
本
稿
で
も
十
分
な
検
討
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

「
御
前
落
居
記
録
」
を
通
覧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寺
社
領
に
対
す
る
義
教
の
施
政

方
針
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
別
表
は
「
御
前
落
居
記
録
」
に
収
め
ら
れ
た
各
裁
定
の
年
月
日
、
訴
人
、
論
人
、

相
論
対
象
、
勝
訴
者
を
書
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
点
を
列
記
し
て
み

よ
・
つ
。アイ

全
部
で
七
二
件
で
あ
る
が
、
官
衙
の
所
職
や
大
工
職
を
め
ぐ
る
紛
争
、
年
貢

抑
留
、
負
物
返
済
、
所
職
補
任
な
ど
を
め
ぐ
る
領
主
ー
代
官
間
の
紛
争
、
村

同
士
の
境
界
相
論
な
ど
を
除
く
と
、
所
領
相
論
に
関
す
る
も
の
は
五
〇
件
強

と
な
る
。
こ
の
う
ち
古
い
由
緒
が
あ
り
な
が
ら
、
提
訴
の
時
点
で
不
知
行
と

な
っ
て
い
た
側
が
勝
訴
と
さ
れ
た
も
の
は
、
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で

三

六

件
に
の
ぼ
る
。
つ
ま
り
大
多
数
の
判
決
は
不
知
行
と
な
っ
た
側
の
復
権

を
認
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

所
領
相
論
の
う
ち
、
寺
社
と
俗
人
（
も
し
く
は
僧
侶
個
人
）
の
対
決
と
な
っ

227



収

め
揖
Φ
O
O
N
　
継
O
“
っ
↑
搬

60

溝
駅
集
出
斡
避
鯉
昭
倒
幽
問
圃

』月 表

訴　人 論　人 争　点・論所 勝　訴　者 所領相論 不知行者復権

1 永享2／9／2 北野宮祠官権律師明兼 聖護院 伊勢国長太ほか領家職 明兼 ○ ○

2 永享2／9／3 北野宮祠官松光院法眼秀慶 同社禅宣 近江国中庄内田井郷 秀慶 ○ ○

3 永享2／9／3 常陸房宴珍 石泉院 近江国岸下庄預所職 宴珍 ○ ○

4 永享2／9／6 新熊野妙華庵 八幡神人岡 山城国西岡願成寺下司職 妙華庵 ○ ○

5 永享2／9／18 足助次郎淳重 土岐肥田瀬宮内大輔 三河国足助庄内仁木郷 足助淳重 ○ ○

6 永享2／10／11 賀茂社片岡禰宜富久 前神主資久 若狭国宮川庄三職 片岡富久 ○ ○

7 永享2／10／13 篠村八幡宮大工為国 大工国友 大工職 為国 ○

8 永享2／10／16 三条中将 佐々木岩山持秀 近江国加田庄半分ほか 三条中将 ○ ○

9 永享2／11／3 妙法寺 六条八幡宮・金阿ほか 北小路町北頬犀丁町 妙法寺 ○ ○

10 永享2／11／6 曼陀羅寺毎阿弥 藤賀丸 山城国粟田庄内 上乗院・曼陀羅寺 ○

11 永享2／11／12 鷹司房平 東坊城益長 加賀国益富保 鷹司房平 ○ ○

12 永享2／11／13 烏丸豊光 西園寺京極家 山城国鳥羽庄・魚市・河内国会賀牧 西園寺京極家 ○

13 永享2／11／15 検非違使員弘 東坊城益長 左衛門府年預職 員弘

14 永享2／11／23 中原師俊 中御門俊輔 酒鐘役 中原師俊

15 永享2／12／12 八幡神人右衛門四郎 神人五郎左衛門尉宗貞 越後国柏崎道秀入道遺跡 宗貞 ○

16 永享2／12／11 ？ ？ 尾張房料足 正実

17 永享2／12／21 大徳寺 嵯峨門徒梵策 摂津国住吉慈恩寺ほか 大徳寺

18 永享2／12／23 益若丸（伊勢祭主執申） 松梅院 太神宮領尾張国本神戸司内 益若丸 ○ ○

19 永享2／12／23 小笠原持長 守護 備中国草間村惣領職ほか 小笠原持長 ○ ○

20 永享2／12／23 金輪院弁澄 聖行院兼容 近江国長野郷内別納 弁澄 ○ ○

21 永享2／12／25 広橋親光 大館 美濃国軽海郷地頭職 広橋親光 ○ ○

22 永享2／12／29 一乗院家 学侶・祈願寺寄人 大和国門跡領段別銭 一乗院家

23 永享2／12／30 檜皮師孫次郎 同孫九郎 相国寺大工職 孫次郎

24 永享3／4／7 五条坊門東洞院太郎五郎 八幡宮雑掌 八幡宮安居頭役 八幡宮雑掌

25 永享3／5／16 佐々木佐渡入道祐繁 多田庄御家人 地頭対桿 佐々木祐繁
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26 永享3／5／18 上杉中務少務持憲 利倉式部丞 負物 利倉

27 永享3／5／25 大原勝林院通厳 常喜・徹書記 備中国小田村ほか 通厳 ○ ○

28 永享3／6／12 伊勢盛行 木幡浄妙寺源豪 浄妙寺執行職 源豪（聖護院管領） ○

29 永享3／6／17 八幡宮田中融清 八幡宮神人 山城国美豆・河口郷加地子盛増 田中融清 ○ ○

30 永享3／6／19 鷹司房平 中島隆信 加賀国益富保領家職 鷹司家 ○

31 永享3／8／15 観勝寺大悲院 鯨江高真 飛騨国大野郡垣武名 観勝寺大悲院 ○

32 永享3／8／17 東大寺 尊乗院経弁 山城国玉井庄 東大寺 ○ ○

33 永享3／9／6 清水坂神護寺 香西常慶 讃岐国坂田郷所務職 神護寺 ○

34 永享3／9／12 花山院門跡 臨川寺 近江国榎木庄半済 花山院門跡 ○ ○

35 永享3／9／15 清閑寺幸済 吉田大納言 清閑寺内辻坊井敷地 幸済 ○ ○

36 永享3／9／14 祇園社大政所神主松寿丸 左方差符源縁親 祇園社神主職ほか 松寿丸

37 永享3／11／7 春日社々司 英弘 春日社御八講副曳 社司

38 永享3／11／8 楢葉満清 佐々木満綱 近江国甲賀郡蔵田庄地頭職 楢葉満清 ○

39 永享3／11／13 海老名兼季 小野松夜叉・河野性永 近江国小野社神主職ほか 海老名兼季 ○

40 永享3／11／14 真如寺正脈院領岩根・朝国 法輪院領山上保 近江国甲賀・蒲生両郡堺相論 正脈院領

41 永享3／11／15 大田七郎頼忠 日野秀光 摂津国大田保内所職田畠 （預置） ○

42 永享3／11／22 宮上野入道信雄 岡崎門跡 備後国安那東条地頭職 岡崎門跡 ○

43 永享3／11／27 望月次郎左衛門尉重長 上杉中務少輔持憲 近江国池原杣庄内椙谷村地頭職 望月重長 ○ ○

44 永享3／11／30 高野山智荘厳院 細河土佐入道常仙 和泉国近木庄内権門領 智荘厳院 ○ ○

45 永享3／12／3 角田兵庫助満秀 阿部筑前守重有 備中国神代 角田満秀 ○ ○

46 永享3／12／5 山門大勧進 当奉行 近江国河上庄奉行職 山門大勧進

47 永享3／12／27 建福寺 梵積都官 丹後国凡海郷代官職 建福寺 ○ ○

48 永享3／12／27 細河駿河守氏家 和田中務丞親直 参川国平田庄 細河氏家 ○ ○

49 永享3／12／27 鷹司高倉土倉祐言 蔵預円憲 当所納物 祐言

50 永享4／3／8 織部正員職 経師良秀 織部司町地 員職 ○

51 永享4／4／14 石清水八幡宮 中村佐渡入道・上月大和守 播磨国西河合年貢抑留 石清水八幡宮

52 永享4／4／26 疋田彦三郎長利 船形寺 参河国船形山境内雲谷名ほか 船形寺 ○

53 永享4／6／2 一条兼良 赤松阿波入道性宗 摂津国福原庄領家職ほか 一条家 ○ ○
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54 永享4／6／11 宝瞳寺 得平源太 播磨国安田庄領家職内高田郷 （領家地頭半分） ○

55 永享4／6／14 葉室浄住寺 南禅寺瑞雲庵 美濃国小瀬庄領家職 浄住寺 ○ ○

56 永享4／6／20 岩堀三郎左衛門入道妙玄 地蔵院門跡 尾張国枳豆志庄西方内垂水・桧原 岩堀妙玄 ○ ○

57 永享4／8／12 相国寺領寺田庄 小笠原持長領富野郷 堺相論 相国寺領

58 永享4／8／15 浅堀弥四郎頼勝 桃井治部少輔入道常欽 遠江国笠原庄内木根南方ほか 頼勝 ○ ○

59 永享4／9／3 東南院 宝慈院 山城国飛鳥田 東南院 ○ ○

60 永享4／9／29 霊山寺 坐禅院 堺相論 霊山寺

61 永享4／11／6 興福寺西金堂 東北院 大和国鳥見・矢田 興福寺 ○ ○

62 永享4／11／26 高野山高祖院 細河陸奥守満経 和泉国土生郷地頭職三分壱 高祖院 ○ ○

63 永享4／11／27 南宮社 土岐鷲巣右馬頭満康 美濃国垂井八間在家 南宮社 ○ ○

64 永享4／11／28 大中臣秀直 舎兄宗直 伊勢国原庄・富田庄半分 秀直 ○

65 永享4／11／28 洞院家（実煕） 南都仏地院 山城国乙訓郡東方間 洞院家 ○

66 永享4／12／2 高辻長郷 北野宮寺 加賀国富墓庄預所職 高辻長郷 ○

67 永享4／12／2 武藤与次郎用定 大谷豊前入道玄本 遠江国一宮庄代官職 武藤用定 ○

68 永享4／12／17 摂津海光庵 宇野帯刀左衛門尉弘祐 播磨国三木本郷内則久名 海光庵 ○ ○

69 永享4／12／17 建竪書記 得長蔵主 近江国大原庄内長禅寺井寺領 建竪書記 ○ ○

70 永享4／12／19 中西入道明重 富少路千夜叉丸 山城国小泉御厨西院散田方 中西明重 ○ ○

71 永享4／12／19 中西入道明重 梶井門跡 近江国甘呂・八坂借物 中西明重 ○ ○

72 永享4／12／25 弘願院 栖霞寺 山城国西京西霞寺田 弘願院 ○ ○
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榎原雅治［室町殿の徳政について］

ウ工オ

た
所
領
相
論
は
二
〇
件
ほ
ど
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
俗
人
の
側
が
勝
訴
し
た

案
件
は
三
件
（
5
6
・
6
5
・
7
1
）
の
み
で
、
こ
れ
以
外
は
す
べ
て
寺
社
側
が
勝

訴
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
三
件
の
う
ち
、
7
1
は
借
銭
の
返
済
に
か
か
わ
る

も
の
、
5
6
は
領
主
地
蔵
院
に
よ
る
知
行
分
の
勘
落
の
是
非
を
問
う
も
の
で
、

「御
前
落
居
記
録
」
に
見
え
る
他
の
所
領
相
論
と
は
異
な
る
要
素
を
含
ん
だ

も
の
で
あ
る
。

寺
社
が
、
そ
こ
に
属
す
る
個
人
で
は
な
く
、
組
織
と
し
て
訴
人
と
な
っ
た
訴

訟
は
永
享
三
年
の
後
半
以
後
増
え
る
。

義
持
時
代
の
安
堵
と
の
関
連
で
見
れ
ば
、
義
持
に
よ
る
安
堵
を
否
定
し
た
も

の

も
あ
れ
ば
、
義
持
に
よ
る
安
堵
を
根
拠
に
し
て
裁
定
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、

義
持
の
措
置
を
一
様
に
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。

訴
人
、
論
人
の
提
出
す
る
譲
状
・
寄
進
状
と
幕
府
の
安
堵
状
が
両
立
し
え
な

い
場
合
、
あ
る
い
は
幕
府
自
身
が
両
立
し
え
な
い
複
数
の
安
堵
状
を
発
給
し

て

い

た
場
合
は
、
「
先
日
」
の
文
書
、
す
な
わ
ち
先
に
作
成
さ
れ
た
文
書
に

依
拠

し
て
、
状
態
を
「
如
元
」
に
戻
す
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
5
2
の
案
件
は
、
疋
田
長
利
が
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）
一
二
月
及
び

同
一
七
年
九
月
の
御
教
書
、
船
形
寺
が
文
治
四
年
（
＝
八
八
）
の
「
御
寄

進
状
」
を
掲
げ
て
争
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
二
百
年
以
上
も
前
の
寄
進
状
を

掲
げ

た
船
形
寺
の
勝
訴
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
5
5
は
、
瑞
雲
庵
が
応
永
一
五

年
十
月
の
御
教
書
（
義
持
の
御
判
御
教
書
か
）
、
浄
住
寺
が
弘
安
五
年
二

二
八

二
）
六
月
の
室
町
女
院
の
寄
進
状
を
掲
げ
て
争
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

浄
住
寺
の
勝
訴
と
な
っ
て
い
る
。

　
徳
政
の

本
質
が
「
あ
る
べ
き
元
の
状
態
へ
の
戻
り
」
と
い
う
点
に
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
ア
の
特
徴
は
、
義
教
の
御
前
沙
汰
が
徳
政
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
イ
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
寺
社
側
が
勝
訴
と
さ
れ
て

い

る
案
件
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
結
果
を
見
れ
ば
、
義
教
の
御
前
沙
汰
は
寺
社
領

を
保
護
す
る
寺
社
徳
政
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

オ
の
「
先
日
」
の
文
書
の
重
視
も
、
よ
り
元
々
の
状
態
へ
の
戻
り
を
是
と
す
る
立

場
か

ら
す
れ
ば
当
然
の
方
針
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
先
日
」
の
文
書
を
重
視
す
る
原

則
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
百
年
前
、
二
百
年
前
の
文
書
さ
え
有
効
な
も
の
と
し
て
採

用
さ
れ
る
結
果
を
生
ん
で
い
る
が
、
寺
社
と
俗
人
の
対
決
と
な
っ
た
場
合
、
こ
の
原

則
は
本
所
と
し
て
の
権
利
文
書
や
寄
進
状
を
も
つ
寺
社
側
に
圧
倒
的
に
有
利
に
働
い

た
で
あ
ろ
う
。

　
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
俗
人
同
士
の
対
決
と
な
っ
た
相
論
に
お
い
て
は
、

「先
日
」
の
文
書
に
よ
る
と
い
う
原
則
に
違
う
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る

点
で
あ
る
。
2
1
は
広
橋
親
光
が
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
五
月
の
「
御
書
」
（
充
行

状
）
を
掲
げ
て
美
濃
国
軽
海
郷
の
地
頭
職
知
行
の
由
緒
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
大

館
（
持
房
か
）
は
明
徳
元
年
（
一
三
九
〇
）
閏
三
月
の
「
御
下
文
」
と
応
永
一
五
年

の

「御
判
」
を
も
っ
て
対
抗
し
た
の
で
あ
る
が
、
裁
許
の
結
果
、
明
徳
元
年
の
「
御

下
文
」
は
「
未
施
行
」
で
あ
る
と
の
理
由
で
広
橋
家
側
の
勝
訴
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
4
8
は
、
細
川
氏
家
と
和
田
親
直
が
い
ず
れ
も
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
の
「
御
下

文
」
を
掲
げ
て
三
河
国
平
田
庄
を
争
っ
た
も
の
で
、
田
中
側
の
下
文
の
方
が
「
日
付

先
日
」
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
決
で
は
明
解
な
理
由
を
示
す
こ
と
の
な
い

ま
ま
、
細
川
側
が
勝
訴
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
先
日
」
の
文
書
に
よ
る
と
い

う
原
則
が
あ
り
な
が
ら
も
、
寺
社
対
俗
人
の
場
合
と
俗
人
同
士
の
場
合
で
は
、
こ
の

原
則
の
重
み
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
「
先
日
」
の
文
書
優
先
の
原
則
は
、
寺
社
の

権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
は
厳
格
に
守
ら
れ
た
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
恣
意
的

に
破
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
「
御
前
落
居
記
録
」
に
記
さ
れ
た
裁
定
結
果
に
は
寺
社

領
保
護
の
基
本
姿
勢
が
濃
厚
で
あ
り
、
義
教
の
御
前
沙
汰
に
は
寺
社
徳
政
と
し
て
の

面
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
で
は
こ
の
御
前
沙
汰
の
寺
社
徳
政
と
し

て

の
一
面
と
、
義
持
に
よ
る
非
分
寄
進
を
破
棄
す
る
と
し
た
正
長
元
年
五
月
の
施
策

と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
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非
分
寄
進
の
破
棄
も
「
あ
る
べ
き
状
態
へ
の
戻
り
」
を
図
っ
た
施
策
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
点
に
限
定
す
れ
ば
こ
れ
も
ま
た
徳
政
と
い
え
、
そ
の
意
味
で
は
、
非
分
寄
進
の

破
棄
と
御
前
沙
汰
は
同
じ
政
策
基
調
の
上
に
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
非
分
寄
進

の

破
棄
は
仏
神
へ
の
寄
進
地
を
俗
人
に
返
還
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
社
会
通
念
を
突

き
破
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
清
水
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
正
長
元
年
五
月
令
が

寺
社
領
一
般
の
取
り
戻
し
が
認
め
ら
れ
た
法
令
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
し
た
な

ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
が
あ
ら
ゆ
る
寺
社
領
を
含
む
土
地
の
取
り
戻
し
要
求
や
債
務
破
棄

要
求
が
爆
発
す
る
一
つ
の
引
き
金
に
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決

し
て
義
教
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
義
教
を
は
じ
め
と
す
る

幕
府
中
枢
の
人
々
が
、
正
長
元
年
秋
か
ら
翌
年
春
に
か
け
て
京
都
・
畿
内
・
近
国
各

地
を
襲
っ
た
徳
政
一
揆
を
歓
迎
し
た
は
ず
は
な
く
、
自
ら
が
引
い
た
引
き
金
へ
の
何

ら
か
の
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
時
系
列
で
考
え
れ
ば
、
非
分
寄
進
地
の
返
還
（
正
長
元
年
五
月
）
↓
徳
政
要
求
の

一
揆

（正
長
元
年
秋
～
永
享
元
年
春
）
↓
御
前
沙
汰
の
開
始
（
永
享
二
年
九
月
）
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
非
分
寄
進
地
の
返
還
と
い
う
施
策
が
徳
政
一
揆
と
い
う
思

い

も
か
け
ぬ
結
果
を
誘
発
し
た
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
、
義
教
は
対
寺
社
領
政
策
に
若

干
の
修
正
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
修
正
と

い

っ

て

も
、
も
と
も
と
正
長
元
年
五
月
の
施
策
は
、
非
分
に
神
社
・
禅
院
に
寄
進
さ

れ

た
所
領
の
返
還
を
指
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
寺
社
領
一
般
の
問
題
に
つ
い
て
何
か

を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
修
正
と
い
う
よ
り
も
寺
社
領
保
護
と
い
う
義

満
以
来
の
政
策
を
義
教
も
維
持
す
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き

で

あ
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
正
長
元
年
五
月
の
非
分
寄
進
破
棄
令
は
、
あ
く
ま
で

も
行
過
ぎ
た
寄
進
の
破
棄
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
寺
社
領
保
護
と
い
う
幕
府

の

基
本
政
策
の
変
更
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
御
前
沙
汰

は
そ
の
基
本
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「御
前
落
居
記
録
」
「
御
前
落
居
奉
書
」
が
永
享
三
年
末
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
の

も
、
御
前
沙
汰
と
代
始
め
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3
　
裁
判
の
興
行

　
か

く
し
て
義
教
も
ま
た
執
政
開
始
に
あ
た
っ
て
寺
社
領
保
護
の
姿
勢
を
示
す
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
寺
社
領
保
護
だ
け
が
徳
政
の
要
素
で
は
な
い
。
笠
松
氏
に

よ
れ
ば
、
鎌
倉
中
期
以
来
、
寺
社
領
保
護
・
仏
神
事
の
興
行
と
並
ん
で
徳
政
の
柱
と

さ
れ
た
の
は
裁
判
の
興
行
で
あ
る
。
代
替
り
徳
政
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
に
は
、
こ

の

問
題
に
つ
い
て
の
検
討
も
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
残
念
な
が
ら
義
持
の
代
始

め

に
明
確
な
裁
判
興
行
政
策
を
確
認
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
義
教
に

つ
い
て

は
す
で
に
佐
藤
氏
が
正
長
元
年
五
月
二
六
日
に
「
御
沙
汰
ヲ
正
直
二
諸
人
不

含
愁
訴
様
二
、
有
御
沙
汰
度
事
也
」
と
述
べ
て
、
評
定
衆
、
引
付
頭
人
を
復
活
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
佐
藤
氏
は
こ
の
施
策
を
管
領
の
地
位
権
限
の
抑
止
策
の

一
環

と
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、
こ
れ
を
こ
の
十
日
ほ
ど
前
に
発
令
さ
れ
た
非
分
寄

進
地

の
返
付
令

と
一
体
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
れ
ば
、
ま
さ
し
く
こ
れ
は
代
替
り
徳

政
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
義
教
の
代
替
り
徳
政
の
も
う
一
つ
の
段
階
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
し
て

お
き
た
い
の
は
、
次
の
史
料
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

〔内
閣
文
庫
本
建
武
以
来
追
加
〕
（
『
中
世
法
制
史
料
集
　
室
町
幕
府
法
』
）

　
　
敬
白
　
起
請
文
事

　
　
　
御
成
敗
之
趣
、
不
叶
理
致
子
細
在
之
者
、
不
胎
心
底
可
言
上
、
縦
於
当
座
難

　
　
　
不
存
寄
、
有
思
案
仕
出
之
旨
者
、
不
謂
違
期
可
申
上
、
但
至
堅
固
不
弁
之
越

　
　
　
度
者
、
非
沙
汰
之
限
事
、
次
就
公
事
不
存
無
沙
汰
事
、

　
　
　
難
為
他
人
奉
行
、
御
裁
許
之
篇
目
相
違
之
由
承
及
者
、
可
申
披
之
旨
、
対
申

　
　
　
沙
汰
奉
行
人
可
申
之
、
〈
付
、
就
御
沙
汰
公
事
篇
、
不
可
構
虚
言
事
〉

　
　
右
両
条
、
令
違
犯
者
、

　
　
日
本
国
中
大
小
神
祇
、
八
幡
大
菩
薩
、
山
王
廿
一
社
、
天
満
大
自
在
天
神
御
罰
、

　
　
各
可
罷
蒙
也
、
伍
起
請
文
如
件
、
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永
享
三
年
十
月
廿
八
日

左
衛
門
尉
三
善
為
秀

（以

下
、
二
名
省
略
）

③
義
政
の
代
替
り
徳
政

　
奉
行
人
た
ち
に
提
出
さ
せ
た
起
請
文
で
あ
る
。
第
一
条
で
は
、
義
教
の
成
敗
で
あ

ろ
う
と
も
不
審
な
点
が
あ
れ
ば
臆
す
る
こ
と
な
く
指
摘
す
る
こ
と
、
第
二
条
で
は
、

他
の

奉
行
人
の
担
当
事
項
で
あ
っ
て
も
、
裁
許
に
不
審
が
あ
れ
ば
担
当
者
に
指
摘
す

る
こ
と
が
誓
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
義
教
が
偏
頗
な
き
公
正
な
裁
判
を
志

向
し
て
い
た
こ
と
を
明
瞭
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
起
請
文
が
提
出
さ
れ
た
永
享
三
年
（
一
四
三
］
）
一
〇
月
と
い
え
ば
御
前
沙

汰
が
行
わ
れ
て
い
る
最
中
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
こ
の
時
点
で
義
教
は
奉
行
人
た
ち

に
こ
の
起
請
文
の
提
出
を
求
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
年
の
七
月
、
義
持
後
室
で
義
教
と
は
不
和
で
あ
っ
た
裏
松
栄
子
が
病
没
、
翌

月
、
義
教
は
義
持
以
来
、
公
方
の
居
所
と
な
っ
て
い
た
三
条
坊
門
殿
（
下
御
所
）
か

ら
室
町
殿
（
上
御
所
）
へ
の
移
住
計
画
を
発
表
し
、
一
二
月
に
は
こ
れ
を
実
現
し
て

い

る
。
つ
ま
り
永
享
三
年
一
〇
月
と
い
う
時
点
は
義
教
が
義
持
時
代
の
余
韻
か
ら
解

放

さ
れ
た
、
い
わ
ば
真
の
代
始
め
と
い
う
べ
き
時
期
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
公
方
と

な
っ
た
直
後
か
ら
す
で
に
義
持
に
よ
る
非
分
寄
進
の
破
棄
と
い
う
形
で
徳
政
に
着
手

し
て
い
た
義
教
で
あ
る
が
、
こ
の
真
の
代
替
わ
り
を
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
あ
ら
た

め

て

奉
行
人
た
ち
に
公
正
な
裁
判
の
遂
行
を
誓
約
さ
せ
て
、
徳
政
の
体
制
を
整
え
た

の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
「
御
前
落
居
記
録
」
の
注
目
点
の
ウ
と

し
て
指
摘
し
た
点
、
す
な
わ
ち
寺
社
が
組
織
と
し
て
訴
人
と
な
っ
た
訴
訟
が
増
加
す

る
の
が
永
享
三
年
の
後
半
で
あ
る
の
も
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
裁
判
の
興
行
と
寺
社

の

保
護
を
両
輪
と
す
る
代
替
り
徳
政
が
こ
こ
で
本
格
的
に
始
動
し
た
と
い
う
こ
と
な

の

で
あ
ろ
う
。

　
次

に
義
政
の
代
始
め
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
が
、
存
在
す
る
史
料
的
事
実
に
つ
い

て

は
す
で
に
先
学
の
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
付
け
加
え
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。

義
政
が
長
禄
年
間
か
ら
将
軍
親
政
の
姿
勢
を
強
め
、
伊
勢
貞
親
を
登
用
し
て
い
く
つ

も
の
新
施
策
を
打
ち
出
し
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
百
瀬
今
朝
雄
氏
が
詳
細
に
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
施
策
の
最
も
重
要
な
柱
が
長
禄
二
年
（
一
四
五

八
）
三
月
一
七
日
に
発
令
さ
れ
た
寺
社
本
所
領
以
下
不
知
行
地
の
還
付
政
策
で
あ
り
、

こ
れ
に
あ
わ
せ
て
諸
荘
園
の
直
務
命
令
も
出
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
百
瀬
氏
に
お
い
て
も
そ
の
後
の
研
究
史
の
中
に
お
い
て
も
、
こ
の
義
政
の
命

令

を
、
義
政
以
前
の
幕
府
政
治
と
関
連
づ
け
て
と
ら
え
る
見
方
は
提
示
さ
れ
て
い
な

い
。

　
還
付
政
策
の
発
令
を
示
す
根
拠
史
料
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

〔大
乗
院

寺
社
雑
事
記
〕
長
禄
二
年
三
月
一
七
日
条

　
　
一
寺
社
本
所
門
跡
領
已
以
下
、
近
来
違
乱
不
知
行
分
事
、
如
元
可
被
返
付
之
、

　
　
　
於
無
縁
仁
者
可
庭
中
之
由
、
室
町
殿
御
下
知
云
々
、
先
以
珍
重
也
、
不
可
有

　
　
　
法
量
事
也
、

　
大
乗
院
門
跡
の
尋
尊
の
伝
聞
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
違
乱
を
受
け
て

い

る
寺
社
本
所
領
を
も
と
の
荘
園
領
主
の
手
に
戻
そ
う
と
い
う
幕
府
の
政
策
が
明
瞭

に
記
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
そ
の
性
格
に
つ
い
て
の
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

百
瀬
氏
は
寺
社
本
所
領
の
押
領
者
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
の
は
守
護
や
守
護
被
官
が
多

か

っ

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
法
令
を
守
護
勢
力
の
抑
圧
策
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て

い

る
。
そ
う
し
た
効
果
も
期
待
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
義
持
・
義
教
の
代
替
わ

り
徳
政
と
の
関
連
を
念
頭
に
、
次
の
史
料
を
み
る
と
、
義
政
の
還
付
政
策
に
つ
い
て
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異
な
っ
た
解
釈
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔蜷
川
家
文
書
〕
『
大
日
本
古
文
書
　
蜷
川
家
文
書
』
一

　
　
敬
白
　
起
請
文
事

　
　
一
　
御
成
敗
之
趣
、
万
一
不
叶
理
致
子
細
在
之
者
、
不
胎
心
底
可
言
上
、
縦
於

　
　
　
当
座
難
不
存
寄
、
有
思
案
仕
出
之
旨
者
、
不
謂
違
期
可
申
上
之
、
但
至
堅
固

　
　
　
不
弁
越
度
者
、
非
沙
汰
之
限
事
、
次
就
公
事
不
可
存
無
沙
汰
事
、

　
　
一
　
錐
為
他
人
奉
行
、
御
裁
許
之
篇
目
相
違
之
由
承
及
者
、
可
申
披
之
旨
、
対

　
　

申
沙
汰
奉
行
人
可
申
之
、
〈
付
、
就
御
沙
汰
公
事
篇
、
不
可
構
虚
言
事
〉

　
　
右
両
条
、
令
違
犯
者
、

　
　
日
本
国
中
大
小
神
祇
、
八
幡
大
菩
薩
、
山
王
二
十
一
社
、
天
満
大
自
在
天
神
御

　

罰
、
各
可
罷
蒙
候
、
伍
起
請
文
如
件
、

　
　

長
禄
二
年
五
月
十
八
日
　
　
　
　
左
衛
門
尉
三
善
為
衡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
、
一
四
名
省
略
）

ら
永
享
三
年
と
長
禄
二
年
以
外
の
連
署
起
請
文
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
「
随
時
行

わ
れ
た
」
と
考
え
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
う
。

　
私
は
こ
の
連
署
起
請
文
が
寺
社
本
所
領
還
付
令
と
同
時
期
で
あ
る
点
に
注
目
し
た

い
。
寺
社
本
所
領
の
還
付
と
裁
判
の
興
行
の
二
つ
が
そ
ろ
え
ば
、
当
然
な
が
ら
、
代

替
り
徳
政
の
こ
と
を
想
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
で

は
長
禄
二
年
と
は
ど
の
よ
う
な
時
期
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
年
四
月
、
二

三
歳

と
な
っ
た
義
政
は
は
じ
め
て
政
所
を
置
い
て
公
家
家
司
を
編
成
、
六
月
に
は
内

大
臣
と
な
っ
て
い
る
。
二
三
歳
で
内
大
臣
と
な
り
、
政
所
を
開
設
、
家
司
を
編
成
す

る
と
い
う
の
は
義
満
の
例
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
年
八
月
に
は
公
家

様
の
判
始
め
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
手
続
き
は
、
公
武
の
頂
点
に
立
つ
室
町

殿
権
力
を
確
立
す
る
う
え
で
は
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
長
禄
二

年
と
い
う
年
は
義
政
の
代
始
め
な
の
で
あ
る
。
長
禄
二
年
三
月
の
寺
社
本
所
領
還
付

令

と
裁
判
の
興
行
を
誓
う
奉
行
人
連
署
起
請
は
、
こ
の
代
始
め
の
一
環
と
し
て
講
じ

ら
れ
た
施
策
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

；
碗
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
永
享
三
年
に
義
教
が
奉
行
人
た
ち
に
提
出
さ
せ
た
起

請
文
と
ほ
と
ん
ど
同
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
公
正
な
裁
判
の
興
行
の
宣
言
が
寺
社

本
所
領
還
付
令
の
発
令
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
の
奉
行

人
連
署
起
請
文
は
『
大
日
本
古
文
書
　
蜷
川
家
文
書
』
に
収
録
さ
れ
、
ま
た
そ
の
刊

行
以
前
に
も
『
中
世
法
制
史
料
集
　
室
町
幕
府
法
』
収
録
の
永
享
三
年
十
月
奉
行
人

連
署
起
請
文
の
補
注
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
周
知
の
史
料
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
注

目
し
た
研
究
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
百
瀬
氏
も
義
政
の
親
政
の
基
本
政
策
を

挙
げ
た
う
ち
に
、
裁
判
の
興
行
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
『
中
世
法
制
史

料
集
　
室
町
幕
府
法
』
の
補
注
に
は
永
享
三
年
の
連
署
起
請
文
に
関
連
し
て
「
奉
行

人
か

ら
こ
の
種
の
起
請
文
を
徴
す
る
こ
と
は
恐
ら
く
随
時
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
後
長
禄
二
年
度
の
も
の
が
蜷
川
文
書
〈
第
一
集
〉
に
見
え
る
」
と
だ
け
述
べ
ら

れ
て

い

て
、
長
禄
二
年
と
い
う
年
次
に
は
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が

お

わ
り
に

　
本
稿
で

は
従
来
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
室
町
殿
の
代
替
り
徳
政
の
存
在
を

指
摘
し
、
室
町
期
に
お
い
て
も
な
お
仏
神
領
興
行
、
寺
社
本
所
領
保
護
と
い
う
基
本

政
策
が
確
認
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
土
地
の
本
来
の
所
有
者
へ

の

戻

し
と
い
う
施
策
を
核
と
し
た
代
替
り
徳
政
は
、
平
安
末
期
よ
り
室
町
期
に
至
る

ま
で
の
中
世
の
統
治
者
た
ち
に
共
通
し
て
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

室

町
期
に
お
い
て
、
こ
の
代
替
り
徳
政
が
寺
社
本
所
領
荘
園
の
存
在
を
保
証
す
る
政

策
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
義
教
の
御
前
沙
汰
の
結
果
を
見
て
も

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
公
家
・
武
家
・
寺
社
の
い
ず
れ
か
ら
も
「
公
方
」
と
仰
が
れ
、

ま
た
段
銭
賦
課
や
所
職
充
行
の
あ
り
方
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
基
本
的
に
は
荘
園
制
に

依
拠

し
た
政
策
を
採
っ
て
い
た
室
町
殿
権
力
に
と
っ
て
、
寺
社
本
所
領
保
護
は
政
策

234



榎原雅治［室町殿の徳政について］

的
原
則
と
し
て
何
度
も
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
題
目
で
あ
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

　
で

は
室
町
殿
の
代
替
り
徳
政
の
終
期
は
い
つ
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
義
政
は
文
明

二
二
年
（
一
四
八
三
）
に
再
び
寺
社
本
所
領
還
付
令
を
発
し
て
い
る
。
こ
れ
は
応

仁
・
文
明
の
大
乱
の
終
息
と
い
う
大
き
な
時
代
の
変
化
を
代
替
わ
り
と
と
ら
え
て
の

措
置
で

あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
次
の
義
尚
は
室
町
殿
（
公
方
）

と
し
て
の
権
限
を
父
か
ら
完
全
に
移
譲
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
義
持
・
義
教
・
義
政

が
行
っ
て
き
た
よ
う
な
代
始
め
の
徳
政
を
見
出
す
こ
と
は
明
確
に
は
で
き
な
い
。
た

だ
、
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）
の
六
角
氏
攻
め
に
あ
た
っ
て
寺
社
本
所
領
回
復
が
標

榜
さ
れ
て
い
る
点
に
、
わ
ず
か
に
室
町
殿
と
し
て
の
政
策
的
原
則
を
継
承
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

い
う
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
続
く
義
材
以
後
の
室
町
殿
に
つ
い
て
は
未
検
討
で
あ

る
が
、
お
お
よ
そ
一
五
世
紀
末
を
も
っ
て
寺
社
本
所
領
に
対
す
る
国
制
的
な
保
証
が

失
わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
個
別
荘
園
の
実
態
か
ら
見
て
も
、
大
き
く
誤
っ
て
い

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
室
町
殿
の
徳
政
と
い
う
従
来
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
問
題
に
焦

点
を
し
ぼ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
、
室
町
期
の
徳
政
を
考
え
る
場
合
に
重
要

な
問
題
を
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
室
町
殿
の
徳
政
と
徳
政
一
揆
発
生
の
連
関

は
ど
う
理
解
で
き
る
の
か
。
義
教
の
代
替
り
徳
政
と
徳
政
の
関
係
に
つ
い
て
は
若
干

の

言
及
を
行
っ
た
が
、
義
政
の
時
代
に
頻
発
し
た
徳
政
一
揆
は
発
生
の
時
期
か
ら
す

れ
ば
代
始
め
と
は
関
係
が
な
く
、
義
政
の
代
替
り
徳
政
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理

解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
ず
る
用
意
は
現
在
の
筆
者
に

は
な
く
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
1
）
　
笠
松
「
中
世
の
政
治
社
会
思
想
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
7
　
中
世
3
』
、
岩
波
書
店
、
一

　

九
七
六
年
、
の
ち
に
笠
松
『
日
本
中
世
法
史
論
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
、
所

　

収
）
、
笠
松
『
徳
政
令
－
中
世
の
法
と
慣
習
ー
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
八
三
年
）
。

（
2
）
　
五
味
文
彦
「
保
元
の
乱
の
歴
史
的
位
置
」
（
五
味
『
院
政
期
社
会
の
研
究
』
、
山
川
出
版
社
、

　
　
一
九
八
四
年
）
第
三
部
第
二
章
。

（
3
）
　
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
歴
史
9
　
南
北
朝
の
内
乱
』
（
学
生
社
、
一
九
七
四
年
）
。

（
4
）
　
村
井
「
徳
政
と
し
て
の
応
安
半
済
令
」
（
安
田
元
久
先
生
退
官
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
中
世

　
　
日
本
の
諸
相
』
下
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
。

（
5
）
海
津
一
朗
『
中
世
の
変
革
と
徳
政
ー
神
領
興
行
法
の
研
究
ー
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四

　
　
年
）
、
同
コ
元
冠
」
、
倭
冠
、
日
本
国
王
」
（
『
日
本
史
講
座
四
　
中
世
社
会
の
構
造
』
、
東
京

　
　
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
。

（
6
）
　
前
註
海
津
著
書
一
〇
ペ
ー
ジ
。

（
7
∀
　
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
〇
四
集
「
室
町
期
荘
園
制
の
研
究
」
（
二
〇
〇

　
　
三
年
）
所
収
の
諸
論
文
。
伊
藤
俊
一
「
室
町
幕
府
と
荘
園
制
　
　
在
京
武
家
政
権
の
基
礎
構

　
　
造
　
　
」
『
年
報
中
世
史
研
究
』
二
八
）
二
〇
〇
三
年
。

（
8
）
　
本
稿
の
内
容
の
骨
子
は
、
榎
原
編
『
日
本
の
時
代
史
一
一
　
一
揆
の
時
代
』
（
吉
川
弘
文
館
、

　
　
二
〇
〇
三
年
）
所
収
＝
撲
の
時
代
」
で
す
で
に
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
書
の
性
格
お

　
　
よ
び
紙
数
の
制
約
か
ら
、
史
料
に
即
し
た
記
述
は
不
可
能
で
あ
り
、
概
略
を
記
す
に
と
ど

　
　
ま
っ
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
本
稿
に
よ
っ
て
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
お

　
　
義
詮
の
寺
社
本
所
領
回
復
令
に
つ
い
て
は
、
永
井
英
治
「
初
期
室
町
幕
府
の
荘
園
政
策
」

　
　
（
『
南
山
経
済
研
究
』
］
九
ー
三
、
二
〇
〇
五
年
）
に
詳
し
い
。

（
9
）
　
五
山
文
学
全
集
刊
行
会
、
一
九
三
六
年
。
復
刻
は
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
三
年
。

（
1
0
）
　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
。

（
1
1
）
　
玉
村
「
足
利
義
持
の
禅
宗
信
仰
に
就
て
」
（
玉
村
『
日
本
禅
宗
史
論
集
　
下
之
二
』
（
思
文

　
　
閣
出
版
、
一
九
八
一
年
）
。

（
1
2
）
　
『
獺
室
漫
稿
』
（
『
五
山
文
学
全
集
』
第
三
巻
所
収
）
。

（
1
3
）
　
『
真
愚
稿
』
（
同
右
書
所
収
）
。

（
1
4
）
　
『
繋
駿
概
』
（
玉
村
竹
二
編
「
五
山
文
学
新
集
』
別
巻
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一

　
　
年
）
。

（
1
5
）
笠
松
前
註
（
7
）
書
。

（
1
6
）
　
同
右
。

（
1
7
）
　
村
井
『
分
裂
す
る
主
権
と
社
会
』
（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
三
年
）
。

（
1
8
∀
　
清
水
『
室
町
社
会
の
騒
擾
と
秩
序
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）
第
n
部
第
二
章
「
正

　
　
長

の
徳
政
］
揆
と
山
門
・
北
野
相
論
」
。

（
1
9
）
　
清
原
良
賢
に
つ
い
て
は
落
合
博
信
「
清
原
良
賢
孜
ー
南
北
朝
末
室
町
前
期
に
お
け
る
一
鴻

　
　
儒
の
事
蹟
ー
」
（
『
能
　
研
究
と
評
論
』
一
六
、
一
九
八
八
年
）
参
照
。

（
2
0
）
　
い
ず
れ
も
桑
山
浩
然
編
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
上
巻
（
近
藤
出
版
社
、
一
九
八
〇

　
　
年
）
所
収
。
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（
2
1
）
　
佐
藤
「
足
利
義
教
嗣
立
期
の
幕
府
政
治
」
（
『
法
政
史
学
』
二
〇
、
一
九
六
八
年
、
の
ち
に

　
　
佐
藤
『
日
本
中
世
史
論
集
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
所
収
）
。

（
2
2
）
　
設
楽
「
将
軍
足
利
義
教
の
「
御
前
沙
汰
」
体
制
と
管
領
」
（
『
年
報
中
世
史
研
究
』
一
八
、

　
　
一
九
九
三
年
）
。

（
2
3
）
　
鳥
居
「
室
町
幕
府
の
訴
状
の
受
理
方
法
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
二
、
一
九
八
八
年
）
。

（
2
4
）
　
佐
藤
前
註
（
2
1
）
論
文
。

（
2
5
）
　
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
第
一
刷
。

（
2
6
）
　
百
瀬
「
応
仁
・
文
明
の
乱
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
7
　
中
世
3
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七

　
　
六
年
）
。

（
2
7
）
　
詳
し
く
は
改
め
て
検
討
し
た
い
が
、
義
満
以
来
の
室
町
殿
は
代
始
め
に
あ
た
っ
て
は
敵
対

　

勢
力
へ
の
武
力
攻
撃
を
し
か
け
て
、
武
家
と
し
て
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
も
行
っ
て
い

　
　
る
。
義
尚
の
六
角
攻
め
の
主
た
る
目
的
は
こ
ち
ら
に
あ
り
、
独
自
に
構
想
さ
れ
た
寺
社
本
所

　

保
護
策
は
見
い
出
せ
な
い
。

（二
〇
〇
五
年
五
月
一
六
日
受
理
、

　
　
　
　
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）

二
〇
〇
五
年
七
月
一
五
日
審
査
終
了
）
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Tokusei　Exercised　by　the　Muromachi　palace

EBARA　Masaharu

　　In　medieval　society　the　implementation　of“tokusei”（lit：“virtuous　government”）was　a　provision　that

could　be　exercised　by　rulers．　It　has　become　commonly　accepted　within　medieval　history　that　declarations

of　the　implementation　of　tokusei　were仕equently　made　at　times　of　succession，　disasters　and　war．　Hiroshi

Kasamatsu　has　said　that　decisions　to　implement　tokusei　under　the　dual　authority　of　the　imperial　court　and

shogunate　during　the　late　Kamakura　period　are　to　be　fOund　in　connection　with　the　policy　of　protction　tem－

ple　and　shrine　land　and　legal　action（impartial　c皿rts）．Later　on，　Fumihiko　Gomi　showed　that　edicts　estab－

lishing　the　shoen　system　at　the　end　of　the　Heian　period　already　contained　provisions　fbr　tokusei　at　the　time

of　succession．　Kasamatsu　alld　Shosuke　Murai　have　said　that　the　edict　halving　the　taxes　paid　to　rulers　during

the　Oan　era（1368－1375）contains　what　amounts　to　the　first　tokusei　fbr　temple　and　shrine　land　at　the　start

of　the　reign　of　new　shogun．　This　shows　that　the　implementation　of　tokusei　upon　the　succession　of　a　ruler

was　a　recognized　phenomenon　throughout　the　time　starting　at　the　beginning　of　the　medieval　period

through　to　the　period　of　the　Southern　and　Northern　Courts．　Furthermore，　Ichiro　Kaizu　says　that　the　policy

protection　temple　and　shrine　land　at　the　late　Kamakura　period　encouraged　a　reorganization　of　the　shoen

system，　resulting　in　the　establishment　of　the　late　medieval　shoen　system，　which　consisted　of　the‘‘Jisha

honjo　ichien　ryo”and　the“Buke　ryo”．It　has　been　asserted　that　the　shoen　system　of　the　late　medieval　period

was　logically　underpinned　by　tokusei　from　the　late　Kamakura　through　to　the　period　of　the　Southern　and

Northem　Courts．　However，　discussion　accepting　this　assertion　has　yet　to　take　place　within　research　on　the

late　medieval　period．

　　This　paper　fbcuses　on　the　land　policies　at　times　of　succession　by　Ashikaga　Yoshimochi，　Yoshinori　and　Yo－

shimasa，　the　rulers　who　succeeded　Ashikaga　Yoshimitsu　and　lived　in　the　Muromachi　palace　in　Kyoto．　It　dis－

cusses　legal　action　for　the　return　of　land　that　had　been　sold　and　the　attitude　of　the　bakufu　toward　such　ac－

tion．　It　also　shows　that丘）r　the　Muromachi　period　as　well　there　was　a　social　movement　at　the　beginning　of

the　period　that　demanded　the　taking　of　temple　and　shrine　land（the　retum　of　sold　land）．Further，　it　expli－

cates　the　existence　of　measures　and　the　attitude　of　the　ruling　class，　which　believed　that　acceding　to　such

demands　was　tokusei．
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